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1 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る業務

1概 要

柔道整復師の施術に係る療養費（以下「柔道整復療養費』という。）の受領委任に係る協

定及び契約の締結等（以下「受領委任の取扱い」という。 ）に関する処理業務について、関

係法令及び通知（以下｢関係通知等｣という。 ）を遵守し、受領委任の取扱いに係る届出書

.又は申出書等（以下「届出書等」という。 ）の様式及び届出。申出等（以下「届出等』とい

う。）の標準化・統一化を図ることとする。

2関係通知等（主たるもの）

（1）法令．

・健康保険法（大正11年法律第70号）第87条、第110条

・健康保険法施行規則（大正15年内務省令第36号）第66条

・国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第54条

・国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）第27条

・高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第77条
・高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成19年厚生労働省令第129号)第47条

（2）本省通知

。 「柔道整復師の施術に係る療養費について」 （平成11年10月20日付保険発第138号）
． 「平成20年10月以降の健康保険及び船員保険に係る柔道整復の受領委任払いに関する

業務の取扱いについて」 （平成20年9月22日付保発第0922001号）

。 「柔道整復師の施術に係る療養費の取り扱いについて」

（平成20年9月22日付保発第092M4号）

. 「柔道繊師の施術に係る療養費について」 （平成22年5月24日付保発0524第2号）

地方厚生(支)局にお受領委任の取扱いに関する届出等については、関係通知等に基づき、
いては次により行うこととする。

（1）受付

①受付

窓口、郵送のいずれの方法でも受付を行う。

②受付時の留意事項

ア窓口受付分については､受領委任の取扱いを希望する柔道整復師である会員(社団法

人各都道府県柔道整復師会の会員をいう。以下｢会員」という。）又は､会員以外の柔
道整復師から提出された届出書等に基づき､必要に応じて届出者又は申出者(以下｢届

出者等」という。 ）に対し聞き取り等を行う。

イ郵送受付分については､送付された届出書等に基づき､必要に応じて届出者等に対し
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一

電話等により聞き取り等を行う。

ウいずれの受付においても、届出書等に添付書類漏れや記載事項に不備がある場合は、

「地方厚生（支）局文書取扱繩ﾘ」に基づき返戻する。

③届出害等の様式等

届出書等の様式及び添付書類については、巻末各種様式例によることとする。

なお､届出書等の様式及び添付書類については､地方厚生(支)局ホームページにも

掲載する。

（2）要件審査及び通知の送付等

（1）で受け付けた届出書等については､要件審査を行い､都道府県担当課との協溌・

連絡調整後､会員には登録した旨を｢柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの登録につ

いて」 （協定様式第3号、以下「登録通知」という。） 、会員以外には承諾した旨を『柔

道整復施術療養費の受領委任の取扱いの承諾について」 （契約様式第3号､以下｢承諾通

知jという。 ）にて通知する。
＄

《

通知後の処理等

通知内容等について､保険者等(全国健康保険協会都道府県支部、

都道府県連合会、都道府県国民健康保険主管課等）に情報提供する。

保険者等(全国健康保険協会都道府県支部､

(3）

健康保険組合連合会
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2指導監査委員会に係る業務

1概 要

指導又は監査の対象とする柔道整復師(当該柔道整復師が所属する施術所の開設者及び施術

所に勤務する他の柔道整復師を含む。以下同じ。）の選定を行う指導監査委員会について、

設置目的等を尊重し､統一的運用を図ることとする。

2関係通知等（主たるもの）

（1）法令

・健康保険法（大正11年法律第70号）第87条､ ･第110条

･健康保険法施行規則（大正15年内務省令第36号）第66条

・国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第54条

・国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）第27条 〃

b高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第77条

・高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成19年厚生労働省令第129号）第47条

（2）本省通知

． 『柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について」
（平成11年10月20日付保発第145号・老発第683号）

3業 務 内 容

指導監査委員会の設置及び開催については、関係通知等に基づき、地方厚生(支)局におい
ては次により行うこととする。

（1）設置規程及び運営規程

設置規程及び運営規程については、地方厚生(支)局において定める。

（2）構成員

地方厚生(支）局長が指導医療官（保険指導医を含む。以下同じ。）及び事務官等から

指名する。
9

（3）選定内容

個別指導の対象となる柔道整復師の選定

（4）指導監査委員会の開催

①年度計画に係る開催

各種情報提供等に基づき、3月までに次年度計画を作成し開催する。

②臨時の開催

情報提供等により速やかに個別指導を実施すべき案件力性じた場合は､随時に開催す
る。 ．
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S-(1) 各種指導に係る業務（集団指導）

1概 要

集団指導に係る業務について、関係通知等を遵守し、標準化・統一化を図ることとする。

2関係通知等（主たるもの）

（1）法令 ．

。健康保険法（大正11年法律第70号）第87条、第110条

・健康保険法施行規則（大正15年内務省令第36号）第66条

・国民健康保険法（昭和33年法律第192号)第54条

･国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）第幻条

・高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第77条

･高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成19年厚生労働省令第129号)第47条

（2）本省通知．

。 「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について」
（平成11年10月20日付保発第145号辱老発第683号）

。 「平成20年10月以降の健康保険及び船員保険に係る柔道整復の受領委任払いに関する

業務の取扱いについて」 （平成20年9月22日付保発第0922001号）

. 「柔道整復師の施術に係る療養費の取り扱いについて」

（平成20年9月22日付保発第0922004号）

3業 務 内 容

集団指導については、関係通知等に基づき、地方厚生(支)局においては次により行うこと

とする。

(1)指導対象となる柔道整復師

次に掲げるものについて、北海道厚生局の医療課､その他の地方厚生(支)局の指導監

査課及び分室（以下「事務所等」という。 ）は、集団指導を実施する。

①概ね1年以内に受領委任の取扱いを登録又は承諾した柔道整復師
②受領委任の規程等の内容を遵守させる必要があると認められる柔道整復師

（2）実施時期等

①上記（1）①に該当するものについては､受領委任の登録又は承諾から概ね1年以内に
実施する。

②上記（1）②に該当するものについては、必要に応じて実施する。

（3）実施場所

①原則として、事務所等の会議室で実施する。

②指導の規模等により上記の使用が困難な場合は､公的施設等(有償又は無償により､広
く一般の使用に供されている施設等のことをいう。以下同じ。 ）を使用する。
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③都道府県柔道整復師会等の会議室は、原則として使用しない。

④都道府県柔道整復師会等と同時に実施する場合は､時間帯の区分､費用負担の区分を明

確にする。

（4）指導担当者

①原則として、事務所等の指導医療官､事務官及び都道府県担当者で行う。

②指導内容を考慮して医学的見解等が必要とされない場合においては､担当事務官のみで

指導を行っても差し支えない。

③必要に応じて、地方厚生(支）局内の指導医療官及び事務官も指導に加える。

（5）指導実施通知

指導対象となる柔道整復師に対して､事務所等は次の事項を記載した文書で指導日の1
ケ月前を目途に通知する。

①集団指導の根拠規定及び目的

②指導の日時及び場所

③出席者

④地方厚生（支）局及び都道府県が共同で行うこと

（6）出席者

集団指導への出席を求める者については、上記（1）により決定する。

なお、欠席者については、次回の指導対象となる柔道整復師に含めることができる。

（7）指導方法等

①指導については、講習、講演等の方法で行う。

②指導内容については､受領委任の取り扱い､療養費の請求事務､療養費の支給基準等の
改定内容、過去の指導事例等とする。
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e-(2) 各種指導に係る業務（個別指導）

1概 要

個別指導に係る業務について、関係通知等を遵守し、標準化・統一化を図ることとする。

2関係通知等（主たるもの）

（1）法令

・健康保険法(大正11年法律第70号)第87条､第110条
・健康保険法施行規則（大正15年内務省令第36号）第66条

・国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第54条

・国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）第27条

. ･高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第77条

・高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成19年厚生労働省令第129号）第47条

（2）本省通知

． 「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について」
（平成11年10月20日付保発第145号・老発第683号）

。 「平成20年10月以降の健康保険及び船員保険に係る柔道整復の受領委任払いに関する

業務の取扱いについて」 （平成20年9月22日付保発第0922001号）

。 「柔道整復師の施術に係る療養費の取り扱いについて」 ・

（平成20年9月22日付保発第0922004号）

地方厚生(支)局においては次により行うこと個別指導については、関係通知等に基づき、地方厚生(支)局においては次により行うこと

とする。

（1）指導対象となる柔道整復師

次に掲げるものについて、事務所等は、指導監査委員会に諮り決定する。

①受領委任の規程等に違反しているものと認められる柔道整復師

②柔道整復療養費審査委員会､保険者及び患者等からの情報に基づき個別指導が必要と認
められる柔道整復師

③個別指導後の対応において経過観察の対象となり､改善が認められない柔道整復師又は
改善状況の確認を要する柔道整復師

（2）実施時期

①上記（1）①及び②に該当するものについては、速やかに実施する。

②上記（1）③に該当するものについては、原則、個別指導の後1年以内に実施する。

（3）実施場所

①原則として、事務所等の会議室で実施する。

②柔道整復師の住所地力憾隔地にある等､上記の使用が困難な場合は､公的施設等を使用
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する。

③都道府県柔道整復師会等の会議室は、原則として使用しない。

（4）指導担当者

①原則として､事務所等の指導医療官、事務官及び都道府県担当者で行う。

②指導内容を考慮して医学的見解等が必要とされない場合においては､担当事務官のみで

・ 指導を行っても差し支えない。

③必要に応じて、地方厚生（支）局内の指導医療官及び事務官も指導に加える。

（5）指導実施通知

①指導対象となる柔道整復師に対して､事務所等は次の事項を記載した文書で指導日の3

週間前を目途に通知する。

ア個別指導の根拠規定及び目的

イ指導の日時及び場所

ウ出席者

エ準備すべき書類等

オ地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うこと
②指導実施通知を送付する場合は、名宛人への到達が確認できる方法により行う。

（6）出席者

①施術管理者に出席を求めるほか､．必要に応じて開設者､勤務柔道整復師､療養費請求事
務担当者等の出席を求める。

②施術管理者が出席できない場合は､理由書及びそれを証明できるもの(診断書等)の提
出を求め、当該理由が正当な理由と判断される場合は､指導を延期し、原則として当該年

度中に個別指導を実施する。

③正当な理由がなく個別指導を拒否した場合は、監査を行う。

（7）指導方法等

①指導に当たっては､必要に応じて､患者等に係る調査を事前に行うとともに､必要に応
じて、当該調査に係る保険者の協力を求める。

②原則として､指導月以前の連続した概ね6ヶ月分の申請書に基づき､関係書類等を閲覧
し、面接懇談方式により行う。 ，

③指導対象となる申請書の件数は原則30人分とする。

．④指導時間については､指導の目的が果たせる時間とする。

（8）指導結果の通知等

①指導終了後､指導担当者は､当該施術管理者に対し、口頭で指導結果(指摘事項のみで

指導後の措置には言及しない。）を説明し、後日、別途速やかに指導結果(指摘事項及び

指導後の措置)を文書で通知するとともに､指導結果の通知後1ヶ月後を期限として改善

報告書の提出を求める。

②指導後の措置は、 「経過観察｣及び腰監査」の2区分とし、 『要監査』の場合は、指

導を中止し､指導結果を通知せず､必要に応じ患者等に係る調査を実施した上で監査を行
－

つ。
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（9）経済上の措置

①指導対象となった申請書のうち､返還が生じるもの及び返還事項に係る全患者の指導月

前1年分の申請書について､施術管理者又は開設者に自主点検を行わせ､返還同意書等必

要な書類の提出を求める。

②施術管理者又は開設者から返還同意書等必要な書類力鴨出された場合は保険者に通知
する。

③施術管理者又は開設者の自主点検の結果､被保険者の一部負担金に過払いが生じた場合

は、適切かつ速やかに被保険者へ返還するよう施術管理者に指導する。

ー
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各種業務の処理手順等
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1－（1） 柔道整復施術療養饗の受領委任の取扱いに係る業務（業務の流れ）

○新規届け出及び申し出等（業務の流れ）

～

一

届出害等の書類審査

県との協議・連

可~可三

÷

9

柔道整復師（施術所）

’
’

O会員の場合
■ 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出
(施術所の届け出）

○会員以外の場合
■ 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出
(施術所の申し出)

○各種変更等の場合
■ 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出(申出）
事項の変更等

保険医療機関等管理システムへの入力

都道府県との協議・連絡調整

○会員の場合： 「登録通知」を社団に送付
O会員以外の場合： 「承諾通知」委各施術所等に送付

保険者等に情報提供



1‘一（2）柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る業務(新規届出等）

◆項目 ◆内容 ◆備考 ．

、

1_受付
●

（1）受付 届出書等及び添付書類（以下「届出害等」という｡）

の提出があった場合は､その届出書等に受付印を必ず

押印する。

また、届出書等は、提出の種別（窓口又は郵送）が

分かるようにする。

※窓口、郵送のいずれの方法でも受付を行う。

※窓口受付の場合は､持参者を確麗し備考欄に連

絡先等を配載する。

※様式については地方厚生（支〉局ホームページ

に掲載する。

受付した届出書等の管理は、 「地方厚生（支）局文
●

書取扱規則」に基づき行う。

（2）受付をした届出書

等の管理

提出された届出書等は､記載内容に不備等がないか

の確潔を行う。

（3）届出書等の確麗

① 「会員」 （社団法人各都道府県柔道整復師会（以

下「柔道整復師会」という｡）の会員をいう。以下

同じ｡）の場合

ア確約害

イ柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係

る届け出（施術所の届け出） ．

※届出書の備考欄に施術所の標梼時間、休日に

ついて記載を求める。

ウ柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係

る届け出（同意書）

（4）提出書類に関する

事項

協定様式第1号
●

協定様式第2号

協定様式第2号の2

② 「会員以外」の場合

ア確約書

イ柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係

る申し出（施術所の申し出）

※届出書の備考欄に施術所の標梼時間､休日

について記載を求める。

契約様式第1号

契約様式第2号
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契約様式第2号の2ウ柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る

申し出（同意書）

（5）添付書類に関する

事項

① 『会員」の場合

ア施術所開設届又は施術所変更届(施術管理者の

変更の場合）の副本の写し

※原則として、副本の写しとする。

イ・免許証(勤務柔道整復師を含む｡）の写し

ウ施術管理者選任証明(施術管理者以外の者が開

設者の場合（開設者が法人である場合を含む｡)）

様式例1

② 「会員以外」の場合

ア施術所開設届又は施術所変更届（施術管理者の

． 変更の場合）の副本の写し

※原則として、副本の写しとする。

イ免許証（勤務柔道整復師を含む｡）の写し

ウ施術管理者選任証明（施術管理者以外の者が開

設者の場合（開設者が法人である場合を含む｡)）

様式例2

③提出を義務付けられていない害類の提出依頼

届出の隙､通知等で規定されていない書面（勤

務形態確潔票、欠格事由非該当申出書）等による

確湧が必要な場合は､確麗を要するに至った理由

を説明し、柔道整復師に期日を定めて提出を依頼

する。

※勤務形態確認票…施術管理者が複数管理又

は複数勤務の場合に必要となるが､契約様式第

2号の備考欄への記戦で代替可

様式例3

様式例4．，5

2審査

（1）内容の審査 平成22年6月30日

付本省医療課事務連絡

「柔道整復施術療養費

に係る疑義解釈資料の

送付について（その

1)」の問14～16,20、

及び平成23年3月3

日付本省医療謀事務連

絡「柔道整復施術療養

費に係る疑義解釈資料

①提出された届出書等は､関係通知等により定めら

れた基準に基づき審査し、審査の結果、疑義が生じ

た場合は、対面鯛査、書面等の提出等により確翻を

行う。

②届け出又は申し出のあった柔道整復師が次の事

項に該当するか審査を行う。

ア施術管理者である会員（会員以外の場合は、施

術管理者である柔道整復師）又は勤務する柔道整

復師が受領委任の取扱いの中止を受け､原則とし

て中止後5年を経過しないとき。
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の送付について（その

2)」の問24を参照

イ当該届け出を行った会員（会員以外の場合は、

当骸申し出を行った柔道整復師)が勤務しようと

する施術所の開設者がこれまで開設して.いた施

術所の施術に関し、当該開設していた施術所に勤

務していた柔道整復師が受領委任の取扱いの中

止を受け､当該中止後､原則として5年を経過し

ないとき。

ウ受領委任の取扱いの中止を受けた施術管理者

に代えて施術所の開設者から施術管理者に選任

された者であるとき。

エ不正又は不当な請求に係る返還金を納付しな

いとき。

オニ度以上重ねて受領委任の取扱いを中止され

たとき。

力施術管理者又は開設者が協定害(会員以外の場

合は、受領委任の取扱規程）第8章39の指導を

重ねて受けたとき。

キ施術管理者又は開設者が健康保険法第65条

第3項第3号に規定する政令で定める国民の保

健医療に関する法律又は柔道整復師法に違反し

，罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなるまでの者であるとき。

ク施術管理者又は開設者が禁固以上の刑に処せ

られ、その執行を終わり、又は執行を受けること

，がなくなるまでの者であるとき。

ケ施術管理者又は開設者が健康保険法第65条

第3項第5号に規定する社会保険各法に基づく

滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から

3ケ月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日

以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを

引き続き滞納している者であるとき。

．受領委任の取扱いの中止を逃れるために登録

（会員以外の場合は、承諾）を辞退して、その後

しばらくして登録の届け出（会員以外の場合は、

受領委任の取扱いについて申し出）をしてきたと

き。

サ指導監査を再三受けているにも関わらず､指示

事項について改善が見られず、再届け出（会員以

外の場合は、再申し出）時を迎えたとき。

シ施術所の管理者又は開設者に関して、受領委任

、
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規程に基づき、監査を実施している場合におい

て、 「スその他、受領委任の取扱いを認めるこ

とが不適当と函められるとき｡」として欠格事由

に該当する場合もあり得るため、受領委任の取扱

いを鯉めることが相応しい柔道整復師が判断で

きないものである。そのため、その様な場合は安

易に承諾等を行うことなく、原則として処理を保

留し監査後の措置を終えた後に承諾等を行うこ

と。

なお、措置が行われない場合があるので、速や

かに監査を行うこと。

スその他､受領委任の取扱いを鰹めることが不適

当と淫められるとき。

例：中止相当を受け、

中止相当後5年を経過

しないとき

③上記審査において、アからスに該当しないと阻め

られた場合には、当該届出書等について、都道府県

主管課と協蟻を行い､都道府県主管裸より当該届出

書等に係る受領委任の取扱いの登録等について異

存ない旨の連絡を受ける必要がある。

提出された届出書等は、関係通知等で定められた記

戦事項や添付書類が不備な場合は返戻し、補正を求め

る。

（2）不備書類の取扱い

且_審査後の処理

（1）保険医療機関等管

理システムへの入力

審査決定後、柔道整復師の番号を設定（登録年月日

は､原則として柔道整復師が柔道整復師会に入会した

年月日とし、承諾年月日は、 「柔道整復施術療養費の

受領委任の取扱いに係る申し出（施術所の申し出)」

の受付年月日とする｡）し、届出書等に基づき保険医

療機関等管理システムに必要項目を入力する。

なお、入力処理に関しては、 「保険医療機関等管理

システムシステム利用マニュアル」を参照。

入力後、惰報印刷画面を出力し、入力した届出書等

の内容チェックを行う。

入力誤りが判明した場合は、補正入力する。

（2）処理結果の確麗

届出書等は、全ての処理が終了後、 「地方厚生（支）

局事務処理規程」に基づき決裁を受ける。

（3）決裁

13



4通知の送付等

（1）都道府県との連絡

調整

上記の処理終了後､会員の場合には『登録通知｣に、

また、会員以外の場合には、 「承諾通知」に知事印の

押印を求める。

協定様式第3号

契約様式第3号

協定様式第3号

契約様式第3号

会員の場合には、 「登録通知」を社団に、また､.会

員以外の場合には、 『承諾通知」を各施術所等に送付

する。

（2）通知の送付

通知内容等について、保険者等（全国健康保険協会

都道府県支部、健康保険組合連合会都道府県連合会、

都道府県国民健康保険主管課等）に情報提供する。

（3）保険者等への情報

提供

14



1－（3）柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る業務(施術所の名称変更等）

◆項目 ◆内容 ◆備考

当該届出等は、次の場合に必要となる。

①施術所の名称、連絡先等、施術管理者の氏名変更があった場合 ‘

②施術所の廃止、受領委任の取扱いの辞退があった場合

③施術管理者以外の勤務する柔道整復師の採用・退職があった場合

④施術所の開股者の変更があった場合

⑤施術所の施術管理者の変更があった場合

⑥施術所の移転があった場合

1受付

（1）受付 （1）から（3）については、「1－（2）柔道整

復施術療養費の受領委任の取扱いに係る業務(新規届

出等)｣ (10頁)参照（2）受付をした届出書

等の管理
6

（3）届出書等の確認

①施術所の名称､連絡先等、施術管理者の氏名変更

があった場合

・ 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る

届出（申出）事項の変更等

※添付害類

ア施術所変更届の写し

イ氏名変更後の免許証の写し(氏名変吏の場合

のみ）

②施術所の廃止、受領委任の取扱いの辞退(社団脱

退を含む）があった場合

･ 柔道整復施術療養喪の受領委任の取扱いに係る

届出（申出）事項の変更等

※添付書類

ァ施術所廃止届の写し（施術所の廃止の場合の

み）

イ ・住民票等の死亡が確認できる書類(施術管理

者が死亡した場合のみ）

③施術管理者以外の勤務する柔道整復師の採用･退

職があった場合

・ 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る

（4）提出・添付害類に

関する事項

協定様式第4号

契約様式第4号

協定様式第4号

契約様式第4号

協定様式第4号
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届出（申出）事項の変更等

※添付害類

ア施術所変更届の写し

イ免許斑の写し（勤務柔道整復師の採用の場合

のみ）

ウ 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに

係る届け出（同意書)」 （｢会員」の場合）

エ柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに

係る申し出（同意書） （『会員以外」の場合）

④施術所の開設者に変更があった場合

・ 柔道整復施術療養饗の受領委任の取扱いに係る

届出（申出）事項の変更等

※添付書類

ア施術所開設届及び廃止届の写し（法人の代表

者が変更した場合は保健所への届出に代えて

変更となった登記事項証明書等を添付）

イ施術管理者選任証明（施術管理者以外の者が

開設者の場合）

⑤施術所の施術管理者に変更があった場合

・ 受領委任の取扱いについては、施術管理者との

協定・契約に基づくことから、施術所の施術管理

者の変更にあたっては､受領委任の取扱いの辞退

及び新たな受領委任の取扱いに係る届け出等が

必要。

このため、上記「1 （4）②受領委任の取扱い

の辞退」及び「1－（2）柔道整復施術療養費の

受領委任の取扱いに係る業務（新規届出等)」の

「1 （4）提出書類に関する事項｣及び「1 （5）

添付書類に関する事項』のとおり。

⑥施術所の移転があった場合

・ 移転前の施術所の廃止及び移転後の新たな受領

委任の取扱いに係る届け出等が必要。

このため、上記｢1 （4）②施術所の廃止｣及

び「1－（2）柔道整復施術療養費の受領委任の

取扱いに係る業務（新規届出等)」の「1 （4）

提出書類に関する事項」及び「1 （5）添付書類

に関する事項｣のとおり。

契約様式第4号

協定様式第2号の2

契約様式第2号の2

協定様式第4号

契約様式第4号

1

様式例3，様式例4

平成23年3月3日付本

省医療課事務連絡「柔

道整復施術療養費に係

る疑義解釈資料（その

2） 」の問22を参照

〆

平成22年6月30日付

本省医療課事務連絡

「柔道整復施術療養費

に係る疑義解釈資料

（その1)｣の問16～19、

及び平成23年3月3日付

本省医療課事務連絡

「柔道整復施術療養費

に係る疑義解釈資料

（その2)」の間25を参

照
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2－審査

（1）内容の審査 提出された届出書等は、関係通知等により定められ

た基準に基づき審査し、審査の結果、疑義が生じた場

合は、対面鯛査、書面等の提出等により確認を行う。

（1）及び（2）については、 「1－（2）柔道整

復施術療養費の受領委任の取扱いに係る業務(新規届

出等)」 （11～13頁)参照

（2）不備書類の取扱い

書等理後の処理

（1）から（3）については、 「1－（2）柔道整

復施術療養黄の受領委任の取扱いに係る業務(新規届

出等)」 （13頁)参照

（1）保険医療機関等管

理システムへの入力

（2）処理結果の確浬

（3）決裁

変更内容等について、保険者等（全国健康保険協会

都道府県支部､健康保険組合連合会都道府県連合会、
都道府県国民健康保険主管課等）に情報提供する。

（4）保険者等への情報

提供

●

●

ヂ
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2指導監査委員会に係る業務
◆備考◆内容◆項目

①個別指導の対象となる柔道整復師の選定

②指導計画の確認や指導結果の確認等指導に関す

る事項で委員長が必要と認めたこと

1所掌

地方厚生（支）局長が指導医療官及び事務官等から

指名する。

また、指導監査委員会には都道府県の国民健康保険

主管課及び後期高齢者医療主管課の職員であって､都

道府県が適当と潔める者を委員として参画させる。

2委員構成

①翌年度の指導対象柔道整復師の選定については､

3月までに開催する。

②情報提供等により新たに個別指導が必要と認め

るものが生じた場合は、必要に応じ随時開催する。

3開催時期

一

①受領委任の規程等に違反しているものと認めら

れる柔道整復師

②柔道整復療養費審査委員会､保険者及び患者等か

らの情報に基づき指導が必要と露められる柔遠整

復師

③個別指導後の対応において経過観察の対象とな

り、改善が認められない柔道整復師又は改善状況の

確淫を要する柔道整復師

4選定業務

指導監査委員会を開催したときは、議事を記録し、

保存する。

昼議事銭
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S-(1) 各種指導に係る業務（業務の流れ）

1 柔道整復師の指導

① ●

惠
ｒ

F 『

｣ｺニ

19

新規登録、承諾 既 登 録 、 承 諾．

1

集団指導

概ね1年以内に受

領委任の取扱いを

登録又は承諾した

柔道整復師

受領委任の規程等

の内容を遵守させ

る必要があると函

められる柔道整復

師

個別指導

経過観察 要 監 査



2集団指導（業務の流れ）
』

①指導対象柔道整復師の選定

且:聴量繍言菫鰯鰯撫繍譽菫道整復”
②事前準備

指導対象柔道整復師に対噸施通知総ゞ

Ⅱ〉

○出席者の確認

且指導対象柔道整復師が鬮席…か確”」 ［
～＝

且指導.帥指導手順等'こ…脱㈱且
O指導

・ 受領委任の取り扱い、療養費の請求事務、療養費の支給基準等

の改定内容、過去の指導事例等について、講習、講演等の方法で

指導を実施

20
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3個別指導（業務の流れ）

の選定①指 道整穆対象員

一
心

●

且且
指導監杏委員会において選定

申請香等の収集 ．

必要に応じて患者調査

指導対象柔道整復師に対して実施通知を発送

指導事項等の整理

(当日の流れ
』
画

O出席者の確麗

且且
・ 出席を求めた者が出席しているか、出席を求めた者以外が

出席していないかを確麗

持参資料の確冒

且事前に連絡賊料書持参してい州”且
O指導手順等の説明

且
一
旦

且

且

・ 指導の目的、指導手順について説明

・ 申請書の内容について、施術録、関係書類等を閲覧し、

面接懇談方式により指導を実施．

O指摘事項の取りまとめ

且指導担豐者'二脈指摘事項等を整理し、取唯と⑦且
指導結果の説明

且指導結果について｡頭で説”｣~1
－一

被指導からの目
■■■■

且被指導者か亀指導結果に対する発言棚､』
』
日 掌結果の通知皇

・ 指導当日のチェックリスト等の精査、指導結果の決定・通知

・ 改善事項、返還金の確認
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S-(2)各種指導に係る業務（集団指導）
◆備考◆項目 ◆内容

1目的及び指導対象 以下の柔道整復師を対象に、受領委任の取り扱い､・

療養費の請求等について周知徹底することを目的と

して実施する。

①概ね1年以内に受領委任の取扱いを登録又は承

諾した柔道整復師

､②受領委任の規程等の内容を遵守させる必要があ

ると漣められる柔道整復師

※指導対象となる柔道整復師については、指導監査

委員会において選定を行う必要はない。

※概ね1年以内に受領委任の取扱いを登録又は承

諾した柔道整復師については､施術所の移転等によ

り開設者及び施術管理者に実質的に変更がないも

のを除く。

「3－（1） 各種指導に係る業務（業務の流れ)」

(19頁)参照

2業務の流れ

S事前準備

（1）実施通知 ①指導対象柔道整復師に対して、指導日の1ケ月前

を目途として実施通知を送付する。

②実施通知には以下の事項を記載する。

ア集団指導の根拠規定及び目的

イ指導の日時及び場所

ウ出席者

エ地方厚生（支）局及び都道府県が共同で行うこ

と

様式例9－1

様式例g－2

上記1①及び②に該

当する場合は、施術管

理者は必ず出席するこ

ととし、②に該当する

場合は、指定された柔

道整復師も必ず出席す

ることとする。

①原則として、事務所等の会議室で実施する。指導

の規模等により上記の使用が困難な場合は、公的施

設等を使用する。

②都道府県柔道整復師会等の会譲室は､原則として

使用しない。

③都道府県柔道整復師会等が行う説明会等と同一

日に同じ会場で実施することは可能とするが､行政

（2）実施場所

●
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が行う集団指導と都道府県柔通整復師会等が行う

説明会等は明確に分けること。例えば､前半は行政

主催、後半は都道府県柔道整復師会等主催とし、行

政主催部分の会場借料等は行政として負担するこ

と。

出席者については､上記1の区分に応じて、出席を

求める。

なお、欠席者については、次回の指導対象となる柔

預整復師に含めることができる。

（3）出席者

指導が円滑に実施できるよう、指導当日の進行要領

を作成する。

（4）進行要領

4掴導当日の業務

（1）当日の流れ 「3－（1）各種指導に係る業務（業務の流れ)」

(19頁）参照

出欠状況を確認する。（2）出欠の確濯

指導対象柔道整復師を一定の場所に集めて、以下の

内容について講習、講演等の方法で指導を行う。

・ 受領委任の取り扱い

・ 療養費の請求事務

・ 療養費の支給基準等の改定内容

・ 過去の指導事例等等

（3）指導方法等

出欠状況を保険医療機関等管理システムへ速やか
e

に入力する。

5指導後の業務

〆
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S-(S)各種指導に係る業務（個別指導）
◆項目 ◆内容 ◆備考

_1目的及び指導対象 以下の柔道整復師を対象に、受領委任の取り扱い、

療養費の請求等について周知徹底することを目的と

して、事務所等は、指導監査委員会に諮り決定し、個

別指導を実施する。

①受領委任の規程等に違反しているものと篦めら

れる柔道整復師

②柔道整復療養費審査委員会､保険者及び患者等か

らの情報に基づき個別指導が必要と認められる柔

猶轄復師

③、個別指導後の対応において経過観察の対象とな

り、改善が鰹められない柔道整復師又は改善状況の

確湧を要する柔道整復師

2業務の流れ 「3－（1） 各種指導に係る業務（業務の流れ)」

(19頁）参照

3事前準備

（1）実施通知 １
２

８
－
－
０
０

１
．
１

例
例
式
式
様
様

①指導対象となる柔道整復師に対して、指導日の3

週間を目途として実施通知を送付する。

②実施通知には以下の事項を記載する。

ア個別指導の根拠規定及び目的

イ指導の日時（土曜日及び休日を除く｡）及び場

所

ウ出席者

エ準備すべき害類等

・施術録（メモ等のすべての書類)、問診票等

・柔道整復師(全員分)の免許証(写）

・施術所の平面図（保健所に提出している書類の

写）

・保険者からの「柔道整復施術療養費の支給申請

に係る増減金額等のお知らせ」等（直近1年分程

度）

・患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿、日計表

及び領収証控等（直近1年分程度）

・患者受付簿

0
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・施術所の従事者名簿

・施術の流れ図、療養菱購求事務の流れ図など

オ地方厚生（支）局及び都道府県が共同で行うこ

と

③実施通知と併せて以下の資料等を送付し､指導日

前に提出させる。

ア施術所の概要（基本楕報）

"f FAX番号連絡票、 FAX受信確認連絡票

（必要に応じて）

④実施通知には、 「正当な理由なく個別指導を拒否

した場合には、監査を実施する」旨を教示する。

⑤実施通知を送付する場合は､名宛人への到達が確

認できる方法で行う.。

ヴ

６
７
８

例
例
例

式
式
式

様
様
梯

）

（2）実施場所 ①原則として事務所等の会議室で実施する。

②柔道整復師の住所地が遠隔地にある等､上記の使

用が困難な場合は、公的施設等を使用する。

③都道府県柔道整復師会等の会織室は､原則として

使用しない。

（3）出席者 施術管理者である柔道整復師に出席を求めるほか、

必要に応じて開設者、勤務柔道整復師、療養費錆求事

務担当者等の出席を求める。

なお、指導の前日までに実施通知で出席を求めた柔

道整復師等の出席者の確認を行う。

、

（4）申請書の収集及び

指導用申講書の抽出

保険者から柔道整復施術療養饗支給申請書（以下

「申請書」という｡）を収集し、内容を確認の上、で

きる限り施術等の傾向・特色が現れているものを指導

用申請書として抽出する。

①全国健康保険協会から申請書を収集する場合は、

提供依頼通知により依頼する。

②国民健康保険分及び後期高齢者医療分に係る申

請書を収集する場合は､都道府県担当部署に依頼を

行う。

③指導用申請書の件数は原則30人分とする｡ただ

し、各月の申請書の件数がこれに満たない柔道整復

師については、この限りではない。

④指導用申請書の対象月は問わないが､原則とし

て､指導月以前の連続した概 申鯖書を

様式例14
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選定する。

ただし、情報提供により個別指導を実施する場合

は、この限りでない。

⑤指導用申請書の健康保険分、国民健康保険分、後

期高齢者医療分の割合は問わないが各区分を網羅

する。

⑥I ’

（5）指導事項等の整理①指導担当者は、抽出した申請害を分析し、指導当

日の確認事項、指導の分担、指導項目、指導手順等

について整理する。

②実施通知において柔道整復師に依頼している事

前提出資料について、内容を確認し不備があれば指

導前日までに修正等を依頼する。

（6）指導対象患者名の①指導対象患者名は、原則として、指導日の前日午

通知 後にファクシミリ等で柔道整復師に送付する。な

お、送付する際は、事前に施術管理者等に対し送付

する旨を連絡し、他の者の目に触れないよう配慮す

る。

※前日が土曜日、日曜日、休日、休業日である場

合は、その前日（行政機関の開庁日〉とする。

②ファクシミリ、または郵送により送付した後は、

柔道整復師に着信、または到着の確認を行う。

指導が円滑に実施で青るよう指導抑進行要領|様式側．を作成する。

（7）進行要領

4患者調査

（1）事前通知 ①患者が事業所に勤務する被保険者の場合

患者調査を実施する場合には､必ずしも患者に対

して事前通知を行う必要はないが､'事業所に勤務す

る被保険者に対し患者調査を実施する場合は､予め

事業主に対し了解を得ておくことが望ましい。

様式例15

その他の様式等につい

ては、医療指導監査業

務等実施要領(監査編）

に定める様式を例とす

る。

様式例1．6②保険者への調査実施依頼
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必要に応じ、健康保険法第59条に基づく調査に

ついて、保険者に対し協力依頼を行い、患者調査を

補完すること。

（2）患者情報の取得 ①全国健康保険協会の被保険者に係る事業所情報

及び住所情報の取得

全国健康保険協会の被保険者に係る事業所情報

及び住所情報の取得については､事務所等から全国

健康保険協会各支部に対して文書で依頼を行う。

なお､全国健康保険協会が保有していない被保険

者住所情報(注)を取得する場合には、日本年金機構

の年金事務所に依頼を行う。

（注） 『全国健康保険協会が保有していない被保険

者住所情報」とは、具体的には平成20年9月

以前の､健康保険のみに加入していた被保険者

の住所情報である。

②国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者に

係る住所情報の取得

個別指導は、都道府県と共同で実施することか

ら、都道府県の担当部局へ依頼する。

③健康保険組合の被保険者に係る事業所情報及び

住所情報の取得

取得のための協定等を締結していないため､各健

康保険組合に個別に協力を求める。

1

（3）調査担当者 ①患者調査に従事する職員は、事務所等の事務官、

都道府県担当者とし、患者調査に当たっては、それ

ぞれの法令の規定による検査証を携行する。

②患者溺査は正確を期すために複数人で対応する。

①患者鯛査は､原則として指導月前の連続した概ね

■■■分の療養費に関する施術の内容又は請求に
ついて行うものとするが、情報提供内容等を勘案

し、必要に応じてそれ以前に遡って患者調査を行っ

ても差し支えない。

②患者調査は､できるだけ多数を実施することが望

ましいが､原則として30名の患者に対して調査を

行うものとし､必要に応じて患者鯛査の対象患者数

を増減できることとする。

なお、全国健康保険協会、国民健康保険及び後期

（4）実施方法
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0

高齢者医療ごとの制度別被保険者について、特定の

制度に偏ることのないように努める。

③患者調査は､患者本人に対し直接面談により聞き

取り調査を行うことを原則とし、指導対象の柔道整

復師が分からないよう配慮する｡また､患者が高齢、

幼少等であって患者調査を行うことが困難な場合

に限り、家族等に対し聞き取り鯛査を行い、その結

果を患者鯛査書に記戦する。

なお､文書による患者調査を行う場合は指導対象

の柔道整復師が分からないよう十分配慮する。

④調査を行う時間帯は､相手の特段の希望がない限

・り、早朝又は夜間を避けて実施する。

⑤調査すべき事項は一般的に次のとおりであるが、

患者の申し立て､物的証拠等をできるだけ的確に把

握し、実瞭の施術内容と申請書との食い違いを明確

にする。

ア施術の事実はあるか、その回数及び日時はどう

か。

イどのような症状（主訴･部位）であったのか。

ウどのような施術を受けたか。

エ負傷の原因は何か。また、負傷原因を聞かれた

か。

ｵ誰から施術を受けたか｡ (氏名が分からない場

合は、性別・容姿・着衣等を確麗する｡）

力施術所に対して一部負担金等を支払ったかど

うか。また、その支払額はいくらであったか。

キ療養黄支給申鯖書の受取代理人の欄に署名す

る理由について説明を受けたか。

クその他必要な事項

領収証､施術予約日が記載された診察券､患者

への提供文書、日記帳、家計簿、出勤簿等、患者

の陳述を補強する証拠資料がある場合には､被鯛

査者の了解を得てその写しを徴する。

⑥患者調査書はできるだけ詳細に記載することと

し、調査した患者から（事実に相違ない旨の）署名

を徴する。なお、患者が高齢、幼少等である等の理

由で家族等に鯛査を行う場合は、患者氏名及び続柄

を記載のうえ、被調査者の署名を徴する。

また､その際には､押印を受けることが望ましい。

⑦鯛査事項については､先入観に基づいた特定の事

様式例15

ナ
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象に絞った調査を行うことなく、新たな不正等の事

実を発見し得るよう、臨機応変に行う。

⑧調査した患者から署名､押印を得られない場合に

は、調査担当者がその旨を患者調査書に記載する。

この場合でも、患者鯛査書には、調査担当職員の

署名、押印は必ず行うこと。 （公務員が職務上作成

した文書については､真正な公文書とされるもので

ある｡）

.（5）留意事項 ①患者調査は必要に応じて実施すること。その場合

の実施時期は､原則として個別指導前に実施するこ
と。

また、患者調査の結果は、適正な施術が行われて

いるかどうかを判断する客観的データとなるため、

聴取事項については事前に十分精査し的確なもの

となるようにすること。

②患者に対しては、患者調査の趣旨を十分説明し、

その理解を得る必要があること。なお、理解を得ら

れない場合であっても強引な鯛査を行うことのな

いよう留意すること。

③保険者、被保険者、施術所の関係者等から不正、

不当の疑いの根拠となる資料の提供があった場合

は､患者調査等によりその内容の事実確浬を行うほ

か、必要に応じて情報提供者に対しても提供情報の

内容について聴取を行うこと。事実確麗を行わない

まま当該提供資料をそのまま個別指導の資料とす

．ることは適当ではないので留意すること。

なお､情報提供者から関係資料の提出があった場

合に、入手方法が適切でないことが明らかな場合に

は受領しないこと。

④患者調査は､正確かつ適切に行う必要があること

から､ ･患者の記憶が消えない早い時期に行うこと。

また、個別指導情報が漏れ、指導対象の柔道整復

、師が口止め工作等を行う事態も想定されることか

ら、できるだけ早く短期間のうちに患者鯛査を終了

する必要があること。

⑤患者調査は、協力を求め行うものであることか

ら、懇切丁寧かつ公平な態度をもって臨むこと。

⑥患者調査は､保険者の協力を得て行政力嘆施する

ものであり、都道府県柔道整復師会等、その他の利

例：施術録の原本等を

無断で提出された場合
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害関係者を立会わせないこと。

⑦患者調査は､その内容が第三者に漏れることのな

いよう、プライバシーの保護に十分留意すること。

⑧以下の場合については､患者調査の不当性を主張

される可能性もあることから、十分留意すること。

ア必要以上に多数の患者に対して行ったもの

イその程度､方法に行き過ぎがあると判断される

もの

ウ特定の施術所が不正を行っているのではない

かとの疑念を抱かせるような質問方法で行った

もの

エ数年前の施術など､患者の暖昧な記憶に基づい

て行ったもの

オ患者に対し、施術を受けている施術所が指導の

対象となっていることを知らしめたうえで、施術

を受けた内容等について行ったもの

5指導当日の業務

（1）当日の流れ 「3－（1） 各種指導に係る業務（業務の流れ)」
●

(19頁）参照

①施術管理者が出席できない場合は､理由書及びそ

れを証明できるもの（診断書等）の提出を求め、当

骸理由が正当な理由と判断される増合Iま､指導を延

期し、原則として当該年度中に個別指導を実施す

る。

【正当な理由の主な例〔証明害類〕】

ア施術管理者が入院中の場合。〔診断書〕

イ通知前に海外渡航しており、指導日までに帰国

しない場合。 〔航空運賃の領収書及び旅行会社の

日程表等〕

ウ冠婚葬祭（親族等に限る｡） 〔出席案内書等〕

エ天災等により出席できない場合。〔新聞記事等〕

【正当な理由として認められないもの】

ア連絡もなく指導会瑚に出席せず､指導開始時刻

が経過した場合(ただし､出席しなかったことに、

後日その理由がやむを得ない事情として翻めら

れる場合は除く)。

イ選定理由等について、自分が納得する説明が得

られなければ、出席しないというような場合。

（2）出欠の確認
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ウ行政が必要として通知した資料の持参が著し

く不足し、指導が困難な場合。 （ただし、不足分

を含めて、改めて指導を希望する場合は除く｡）

エ会場に来ても、指導を受ける意思がないもの。

’ オ上記のほか､指導の進行に当たり行政の指示に

従わない場合。

’②

③出席を求めた者以外の者が出席している場合は

退席を求める。

①事前に通知した資料を持参しているか確認を行

う。

②持参していない場合、取りに行かせるか又は従業

者に持参させる等の臨機応変な対応を行う。

（3）持参資料の確認

①柔道整復師に対して、指導の目的、指導手順等に

ついて説明する。

②事前に抽出した申請書(原則として指導月前の連

続した概ね■■■】に基づき､施術録及び関係書
類を閲覧し、面接懇談方式により行う。

③．指導に当たっては､指導項目のチェックリスト等

’ を作成し確認事項の漏れがないよう留意する。

④指導時間は、指導の目的が果たせる時間とする。

’ なお、指導時間とは、届出事項及び申請書等に基

づく関係書類等の確認に要する時間を意味し、取り

’ まとめ及び指導結果の口頭説明に要する時間は含

まない。

|⑤情報提供等に基づく指導に当たっては､情報提供

内容に特化した指導を行うことなく、療養費制度及

び療養費の請求全般について行う。

（4）指導方法等

様式例17

(帯同者） ①帯同者については､被指導者から書面をもって依

頼を受けた弁護士以外は認めない。

②弁護士の帯同に当たっては､被指導者から依頼を

受けていることを確認できる霊面の提出を求め、提
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、

出がない場合は帯同を鬮めない。 ．

③柔道整復師及び弁護士に対して､弁護士は直接の

答弁をなし得ないこと、及び不穏当な発言により指

導の進行に支障を来たし、行政目的を達し得ない恐

れが認められた場合には退席を命ずることを事前

に伝える。

④指導の進行に支障を来たし､退席を命じたにもか

かわらず退席しない場合は､柔道整復師に対して、

弁護士が退席しない場合は指導拒否とみなす旨を

伝える。

ー

（依頼を受けた弁護士以外の帯同を淫めない理由）

①指導は柔道整復師の療養費の請求に関し、柔道整

復師又は療養費請求事務担当者に対して行うもの

であり、当事者以外の者は対応困難であるこ,と。

②指導は､施術録等に基づき行うものであり、患者

のプライバシー保護に万全を期する必要があるこ

と。

①柔道整復師から指導時の録音の許可を求められ

た場合は、録音が必要な理由を確麗し、柔壷薬復師

等自身による指導内容の確麗が目的である場合は

録音を患め､行政側も録音することについて柔道整

復師に伝え、録音する。

この場合、 「録音内容は患者のプライバシーに関

することも含まれることから、他人に聞かせる等、

柔道整復師等の守秘義務に反する目的での使用は

できない」旨を伝える。

(録音）

②上記以外の場合は、

・ 指導内容については、後日文書により通知する

こと

・ 指導は施術録等に基づき行うものであり、患者

のプライバシー保護に万全を期する必要がある

こと ．

から、原則として録音は認めない。

－

（5）指導結果の説明 ①指導終了後、指導担当者は､指導結果の説明に当

たっての事前打合せを行い、指摘事項を整理する。

②取りまとめ終了後、施術管理者に対し、口頭で指
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摘事項等を説明するとともに、後日指導結果を文書

にて通知することを伝える。

（6）被指導者からの発

言

被指導者から（5）指導結果の説明に対する発言を

求める。 ．

（7）中断の対応 ①依頼した資料を持参せず指導の目的が達し得な

いと判断.した場合､又は指導中に施術内容等に疑義

が発生し、指導時間内に柔道整復師から十分な脱明

が得られなかった場合等は､施術管理者に理由を説

明し指導を中断する。

②施術内容等について更に確潔が必要と判断され

る場合は、施術管理者の同意を得て、施術録その他

関係書類の写しを取得する。

（8）監査への移行 指導中に施術内容又は療養費の請求について、明ら

かに不正又は著しい不当が疑われる場合は､指導を中

止し、必要に応じ患者調査を実施した上で速やかに監

査を行う。 ．

6指導後の業務

（1）指導結果の錆査・

決定

指導当日のチェックリスト等を箱査し、指摘事項が

過去の事例と比較して釦鋸がないか等の確霊を行い、
通知すべき指摘事項及び指導後の措置について指導

担当者等の協議により取りまとめを行う。

（2）指導記録の作成 指導結果通知の作成の基となった指導の日時、場

所、出席者、指導担当者及び当日の指導内容等を詳細

に記戦した指導記録を作成する。

（3）指導結果の通知 ①指導結果が『経過観察」の場合は、その旨を施術 様式例12
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管理者に通知する。

・療養費の請求内容が妥当適切でないが、その程度

が軽微である場合又は以後改善が期待できる場合

なお、経過観察の結果、改善が認められない場合

又は改善状況の確認を要する場合は､柔道整復師に

対して再指導を行う。

また､療養費の請求内容が著しく妥当適切でない

場合は、 「要監査」として監査実施通知を送付し、

速やかに監査を行う。

②指導結果を通知する際に､改善報告書及び返還同

意書等必要な書類を併せて送付し、期限を定め報告

等を求める。

③指導結果は､保険医療機関等管理システムへ速や

かに入力する。

（4）改善報告書 ①改善報告書は、指導結果の通知後、 1ケ月後を期

限として提出を求める。

②施術管理者から提出された改善報告書について

は、指摘事項と突合し改善内容を確認する。

③改善内容等が不十分な場合は､施術管理者へ返戻

し再提出を求める。

（5）経済上の措置 ①指導対象となった申講書のうち返還が生じるも

の及び返還事項に係る全患者の指導月前1年分の

申請書について、自主点検の上、返還を求める。

②返還同意書等必要な書類は指導結果の通知後､施

術所に1ケ月後を期限として提出を求める。

③返還同意書等必要な書類の提出に係る進捗管理

を行い、当該書類が提出されない施術管理者へは適

切に指導を行う。

④施術管理者又は開設者から返還同意害等必要な

害類が提出された場合は保険者に通知する。

⑤施術管理者又は開設者の自主点検の結果､被保険

者の一部負担金に過払いが生じた場合は､適切かつ

速やかに被保険者へ返還するよう施術管理者に指

導する。

34



各種様式例

1 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いに係る業務《会員の場合》

2柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いに係る業務《会員以外の場合》

※協定様式及び契約様式については､平成22年5月24日付保発0524第2号保険局長通知

「柔道整復師の施術に係る療養費につC,て］の別添1別紙様式及び別添2様式を指す。

35

様式名

■

添付書類

○柔道整復施術療養費の受領委任の取扱

いに係る届け出（施術所の届け出）

【協定様式第2号】

O柔道整復施術療養費の受領委任の取扱

いに係る届け出（同意書）

【協定様式第2号の2】

O施術所開設届又は施術所変更届の写し

○免許証（勤務柔道整復師を含む｡）の写し

O施術管理者選任証明【様式例1】

O勤務形態確認票【様式例3】

O欠格事由非該当申出書【様式例4】

O柔道整復施術療養費の受領委任の取扱

いの登録について【協定様式第3号】

O柔道整復施術療養費の受領委任の取扱

いに係る届出事項の変更等

【協定様式第4号】

(15～17頁を参照)：

様式名 添付書類

○確約書【契約様式第1号】

○柔道整復施術療養費の受領委任の取扱

いに係る申し出（施術所の申し出）

【契約様式第2号】

○柔道整復施術療養費の受領委任の取扱

いに係る申し出（同意書）

【契約様式第2号の2】

O施術所開設届又は施術所変更届の写し

O免許証（勤務柔道整復師を含む｡）の写し

○施術管理者選任証明【様式例2】

O勤務形態確認票【様式例3】

○欠格事由非該当申出書【様式例5】

O柔道整復施術擦養費の受領委任の取扱

いの承諾について【契約様式第3号】

O柔道整復施術療養費の受領委任の取扱

いに係る申出事項の変更等

【契約様式第4号】

(15～17頁を参照）



3各種指導に係る業務

36

様 式 名 参考

施術所の概要（基本情報）例 様式例6

FAX番号連絡票例 様式例7

FAX受信確認連絡票例 様式例8

集団指導実施通知例（会員） 様式例9－1

集団指導実施通知例（会員以外） 様式例9－2

個別指導実施通知例（会員） 様式例10-1

個別指導実施通知例（会員以外） 様式例10-2

個別指導（再開）実施通知例（会員） 様式例11－1

個別指導（再開）実施通知例（会員以外） 様式例11－2

個別指導結果通知例（会員・会員以外） 様式例12

個別指導進行要領例 様式例13

柔道整復施術療養費支給申請書（写）提供依頼通知例（会員・会員以外） 様式例14

患者実地調査書例 様式例15

患者調査依頼通知例 様式例16

個別指導チェック項目例 様式例17



(協定様式第2号）

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出（施術所の届け出）

雪

上記のとおり、届け出します。
平成 年 月 日

厚生（支）局長
殿 柔道整復師氏名 印

都道府県知事 T - TEL. － －
住 所

（この届け出は、地方厚生(支)局（地方厚生．(支）局が所在しない都府県にあっては地方厚生(支)局都府県事務所）へ提出してください。 ）

柔道整復師

(受領委任の

施術管理者）

第
1

ふりがな

氏 名

免 許

明・大・昭・平 ・年 月 日生

番号 （取得年月日）大・昭・平 年 月 日

施術所

ふりがな

名 称

所在地

ふりがな

開設者氏名及
び住所

(電話番号： （ ） ）
－ 6

T 一

－ ｣〒
氏名

明・大・昭・平 年 月 日生
住所

ー

届け出前5年間における受領委任
の取扱いの中止

有 ・ 無
中止年月 日

当咳地方厚生(支)局長等

柔 置一
宙
■
。
『
ロ

Ｄ
Ｐ 整復師の瓶術に係る療養費の4 草定基準の備考5に基づく；施術所の届出 定額料金の徴収を（行う。行わない）

注1施術所において勤務する他の柔道整復師について、様式第2号の2で届け出ること。

2

＝

3．

届け出に当たっては、施術所の届出及び勤務する柔道整復師等の確認できる書類の写し等を添付すること。
施術管理者が複数の施術所において受領委任の取扱いを行う場合は､備考欄に各施術所における勤務形態等を記入すること。

ﾉ、 函塞塞呼全廼叶函塾髪少満鋳蓉翻去飛圖一Aの罎今&士「同I-1 少巍入寸ろきルルレ住所欄の記入は必要ないこと。

(備考）

ｨ丞蓋睡措師イ怖衛答理老）カョ郡萢府県孝猶蕊復師会に入会した年月日を記入すること。 ）



~

（協定様式第2号の2）

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出（同意書）

施術所において勤務する他の柔道整復師として、協定書（平成22年5月24日保発0524第2号通知の別添1の別紙）の第3章
に定める事項を遵守し、第2章10及び13並びに第8章の適用を受けることについて同意します。

単
車

(注）施術所に勤務する他の柔道整復師は、署名押印をすること。

(この届け出は、地方厚生(支)局（地方厚生（支）局が所在しない都府県にあっては地方厚生(支)局都府県事務所）へ提出してください。 ）

施
術
所
に
勤
務
す
る
他
の
柔
道
整
復
師

0

第
２

第
3

第
4

ふりがな

氏 名 印 明・大・昭・平 年 月 日生

免 専
●
□ 番号 （取得缶誰 ﾖ）大・昭・エ Z 年 月 ヨ

届け出前5年間における受領委任

の取扱い中止
有 。 無

中止年月 日

当該地方厚生(支)局長等

勤務時間
午前 時 分～ 時 分（月.火.水.木.金.士.日）
午穆 購 令～ 時 令（同一火一水_木_令_十一日）

申 ▽

ふりがな

氏 名 印 明・大・昭・平 年 月 日生

免 許 番号 （､秘
Ｅ
一
岡

ｂ
ｂを 二月日）大・昭・エ Z f 三 月 日

届け出前5年間における受領委任
の取扱い中止

有 。 無
中止年月 日

当該地方厚生(支)局長等

勤務時間
午前 時 分～ 時 分（月.火.水.木.金.土.日） 。
午鍵 睦 ‘令～ 蒔 名寺（日一火氷未今_＋‐日）

ふりがな

氏 名 印 明･犬・昭・平 年 月 日生

免 許 番号 （ 攻得娼三月日）大・昭｡。
一

ム f 三 月 日

届け出前5年間における受領委任
の取扱い中止

有 ． 無
中止年月 日

当該地方厚生(支)局長等

勤務時間
午前 時 分～ 時 分（月.火.水.木.金.土.日） 。
生盛墜 睦 公～ 睦 今イ日 』し＊未今十口､



(協定様式第3号）

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの登録について

平成 年 月 ． 日付で届け出のあった標記の件について、これを登録したので通知します。

登録記号番号

登録年月日

○○○○○○○○一○一○

平成 年 月

○○○○殿

日忠

○○厚生（支）局長 ○○○○ 印

○○都道府県知事 ○○○○ 印

(補足1）登録記号番号の内訳について ①②③④⑤⑥⑦⑧－⑨－⑩

1①は、協定に基づく登録を「協」 、個人契約に基づく登録を「契」とする。
2②③は、都道府県コードとする。 （統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードとする。 ）
3④～⑧は、柔道整復師毎の番号とする。

4⑨は、柔道整復師（受領委任の施術管理者）が複数の施術所において受領委任の取扱いを行う場合は、新たな施術所に枝番号（1～）を付す
ものとし、それ以外は「0」とする。

5⑩は、定額料金を徴収する届出を行った施術所を「1』 .、それ以外は「0」とする。

(補足2）登録年月日は、柔道整復師が都道府県柔道整復師会に入会した年月日で通知する。ただし、施術管理者の変更に伴う届け出の場合は、受
領委任の取扱いに係る届け出の年月日で通知する。

柔道整復師氏名

(受領委任の施術管理者）

施術所
名 称

所在地

備 考
■ 夕



(協定様式第4号）

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等

今
邑

上記のとおり届出事項の変更を届け出します。

平成 年 月 日

厚生（支）局長
殿 柔道整復師名

都道府県知事 T - TEL. 一 一

住 所

（この届け出は、地方厚生(支)局(地方厚生(支)局が所在しない都府県にあっては地方厚生(支)局都府県事務所)へ提出してください｡』
（補足）当該柔道整復師（開設又は管理者）が死亡した場合は、住民票等の確認できる書類の添付を必要とすること。

印

(注）当該柔道整復師（受領委任の施術管理者）が死亡した場合は、事実が確認できる書類として住民票等の書類を添付
し､届出人の氏名及び住所並びに当該柔道整復師との関係を記入すること。
また、施術所において勤務する他の柔道整復師を追加する場合は、様式第2号の2等を添付すること。

~

柔道整復師

(受領委任の

施術管理者）

登録記号番号

氏 名

施術所名

開設者氏名

(電話番号： （ ） ）

区
分

1 柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の備考5に基づく施術所の届出 定額料金の徴収を（行う。中止）

２
そ
の
他

変
更
内
容

理
由
等

ｲ燕軍年日目 ． 平虚 年 日 日）



(契約様式第1号）

確 約 書
F

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを申し出るに当たり、受

領委任の取扱規程（平成22年5月24日保発0524第2号通知別添2）を遵守

することを確約します。

平成 年 月 日

○ 厚生 （支） 局長

○・○○○

○

殿

○都道府県知事

○○○○

○

印柔道整復師氏名

住 所
■■■■

T
ー

8

〔忌壼鴛崖)繍鰯嘉驚騰隻僅賀在しない都府県にあつ
41

〕



(契約様式第2号）

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出（施術所の申し出）

念

上記のとおり、柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いについて申し出します。
平成 年 月 日

厚生（支）局長
殿 柔道整復師氏名 印

都道府県知事 〒 一 TEL． 一 一
住 所

(この届け出は､地方厚生(支)局(地方厚生(支)局が所在しない都府県にあっては地方厚生(支)局都府県事務所)へ提出してください｡ ）

柔道整復師

(受領委任の

施術管理者）

第
1

ふりがな

氏 名

免 許

明・大・昭・平 年 月 日生

番号 （取得年月日）大・昭・平 年 月 日

施術所

ふりがな

名 称

所在地

ふりがな

開設者氏名及
び住所

（ ）(雷話番号： 。 ）
ー 凸

T 一 ．

－－－J〒
氏名

頭．犬．昭．平 年 日 日牛
住所

ー ー

の

●

G

届け出前5年間における受領委任
の取扱いの中止

有 ． 無
中止年月 日

当該地方厚生(支)局長等

柔道整復師の施術に係る療養費の：草定基準の備考5に基づく施術所の届出 宇箱料令の徴収を（行う。行わない）

注1施緬において勤務する他の柔道整復師について、様式凝2号の2で甲し出ること。

2 申し出に当たっては、施術所の申し出及び勤務する柔道整復師等の確認できる書類の写し等を添付すること。
3施術管理者が複数の施術所において受領委任の取扱いを行う場合は、備考欄に各施術所における勤務形態等を記入すること。
列 函誕圭年〃麺,÷ ・函謹圭レ龍森替狸去殖同=Aの理会吟「圓卜I シ記入ざ-ろアレレ1_件所緬の記入は必要ないことの

(備考）
、 ●

の 0



●

（契約様式第2号の2）

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出（同意書）

施術所において勤務する他の柔道整復師として、受領委任の取扱規程（平成22年5月24日保発0524第2号通知の別添2）の
第3章に定める事項を遵守し、第2章10及び13並びに第8章の適用を受けることについて同意します。

全

(注）施術所に勤務する他の柔道整復師は、署名押印をすること。

(この申し出は､地方厚生(支)局(地方厚生(支)局が所在しない都府県にあっては地方厚生(支)局都府県事務所)へ提出してください｡ ）

■
▲
弓
施
術
所
に
勤
務
す
る
他
の
柔
道
整
復
師

第2

第3

第4

ふりがな

氏 名
今
■

印 明・大・昭・平 年 月 日生〈

免 許 番号 （取権 ぷ 二月日）大。 沼・ユ
ー

Z を 三 兵 日

申し出前5年間における受領委任
の取扱い中止

有 ． 無
中止年月 日

当該地方厚生(支)局長等

勤務時間
午前 時 分～ 時 分（月.火.水.木.金.土.日）
午徐 蒔 令～ 時 令（日一火一水_木_今と十一日）

ふりがな

氏 名 印 明・大・昭・平 年 月 日生

兎 ］ 番号 (取：
bや 二月

・
ロ
ロ ）大・昭・エ

一

ム を 三 月 日

申し出前5年間における受領委任
の取扱い中止

有 。 無
中止年月 日

当骸地方厚生(支)局長等

勤務時間
午前 時 分～ 時 分（月.火.水.木.金.土.日）
牛銘 陸 名斗～ 畦 名斗【日火永大今十円）

ふりがな

氏 名 印 明・大・昭・平 年 月 日生

免
●
卓
弔
『
●
■
審号 (取得垂畠日日）大。H召・平 年 月 同

申し出前5年間における受領委任
の取扱い中止

有 ． 無
中止年月 日

当該地方厚生(支)局長等

勤務時間
午前 ，時 分～ 時 分（月.火.水.木.金.土.日）
〃生 陸 典斗～ 睦 公イ日小永未全十ロ､ －



(契約様式第3号）

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの承諾について

平成 年 月 日付で申し出のあった標記の件について、これを承諾したので通知します。

登録記号番号

登録年月日

○○○○○○○○一○一○

平成 年 月

○○○○殿

一
一 日

○○厚生（支）局長 ○○○○ 印

○○・都道府県知事 ○○○○ 印

(補足1）登録記号番号の内訳について ①②③④⑤⑥⑦⑧一⑨－⑩

1①は、協定に基づく登録を「協」 、個人契約に基づく登録を｢契」とする。

2②③は、都道府県コードとする。 （統計に用いる都道府県等の区域を示す標準．－Kとする。 ）

3④～⑧は、柔道整復師毎の番号とする。

4⑨は、柔道整復師（受領委任の施術管理者）が複数の施術所において受領委任の取扱いを行う場合は、新たな施術所に枝番号（1～）を付す
ものとし、それ以外は「0」とする。

5⑩は、定額料金を徴収する届出を行った施術所を「1」 、それ以外は「O」とする。

(補足2）承諾年月日は､受領委任の取扱いに係る申し出の年月日で通知する。

し

柔道整復師氏名．

(受領委任の施術管理者）

坤 ｡

G 、

施
・
締

名 称

所在地

備 考



(契約様式第4号）

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等

今
函

上記のとおり申出事項の変更を申し出します。

平成 年 月 日

厚生（支）局長

殿 柔道整復師名

都道府県知事 T - TEL. 一 一

住 所

(この届け出は､地方厚生(支)局(地方厚生(支)局が所在しない都府県にあっては地方厚生(支)局都府県事務所)へ提出してください｡』
（注）当該柔 復 （受領委任の施術管理）が死亡した場合は、事実が確認できる書類として住民票等の書類を添付
し、届出人の氏名及び住所並びに当該柔道整復師との関係を記入すること。
また施術所において勤務する他の柔道整復師を追加する場合は、様式第2号の2等を添付すること。

印

柔道整復師

(受領委任の

施術管理者）

登録記号番号

氏 名

施術所名

開設者氏名

(電話番号： （ ） ）

氏名

区
分

1柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の備考5に基づく施術所の届出 定額料金の徴収を（行う．中止）

２
そ
の
他

変
更
内
容

理
由
等

ｲ恋声毎日円． 平偏暇 生
● ●

日 日）
" ●



[~豪裏面F](会員用）

施初評管理者這塁任笥王巨月

施術所の「施術管理者」 として、下記の柔道整復師を選任したことを
｡

証明する6

記

○○ 厚生（支） 局長

○○○○

○○都道府県知事

○○○○ 殿

社団法人○○都道府県柔道整復師会長

○○○○0

平成 ・年 月 日

〒 睦1 一
－

■■■■■

開設者住所

開設者氏名 ⑳

[記載上の注意］

1 開設者と施術管理者が異なる場合に提出してください。

2開設者が法人の場合は、法人印の押印が必要です。 ．

46

施 術 所

名 称

所在地
、

施術管理者

氏 名

住 所



両墨画、(会員以外用）

方琶令i守管玉里者う巽裂任言正旦月

施術所の「施術管理者」として、下記の柔道整復師を選任したことを

証明する。

記

○○ 厚生 （支） 局長

○○○○

殿

○○都道府県知事

○○○○

平成 年 月 日

〒 Ll 一 ーー

開設者住所

開設者氏名 ③

[記載上の注意］

1 開設者と施術管理者が異なる場合に提出してください。

2開設者が法人の場合は、法人印の押印が必要です6

47

施 術所

名 称

所在地

施術管理者

氏 名

住 所



'一騒羅一｝
勤務形態確認票

※同一日に複数の施術所に勤務する場合は､それぞれの施術所間の移動手段､所要時間等を記戦すること。

●

48

柔道整復師氏名 自宅住所

施術所名称

施術所所在地

管理･勤務の区分 管理・勤務 管理・勤務 管理・勤務

勤務時間

曜日 （ ）

AM : ～ ：

PM : ～ ：

曜日 （ ）

AM : ～ ：

PM : ～ ：

曜日 （ ）

AM : ～ ：

PM : ～ ：

勤務時間

鰻日 （ ）

AM : -- :

PM : ～ ：

畷日 （ 、 ）

AM : ～ ：

PM : ～ ：

曜日 （ ）

AM : ～ ：●

PM : . ～ ：

勤務時間

晒日 （ ）

AM : ～ ．
●

●

PM : ～ ：

曜日 （ ）

AM : ～ ：

PM : ～ ：

曜日 （ ）

AM : .～ ：

PM : ～ ：

休業日

日・月・火・水・木・金・土

祝日 ・振替休日

その他（ ）

日・月・火・水・木・金・土

祝日 ・振替休日

その他（ ）

日・月・火・水・木・金・土

祝日 ・振替休日

その他（ ）

同一日に複数の施

蕊篭騨瀞
動手段

①

②

③

当初勤務する施術所の所在地

移動先施術所の所在地

施術所間の距離

移動手段

随車･バス･車･徒歩･その他（ ）

電車･バス･車･徒歩;その他（ ）

電車･バス･車･徒歩･その他（ ）

当初勤務する施術所の所在地

移動先施術所の所在地

施術所間の距離

移動手段

電車･バス･車･徒歩･その他（ ）
！

亀寧･パス･車･徒歩･その他（ ）

電車･パス･車･徒歩･その他（ ）

当初勤務する施術所の所在地

移動先施術所の所在地

施術所間の距離

移動手段

愈車･バス･車･徒歩･その他（ ）

敏車･バス･車･徒歩･その他（ ）

勉車･パス･車･徒歩･その他（ ）

( )km(概算）

区間 距離(概算） 所要時間

（ ）から（ ． ） ( )km （ ）分

（ ）から（ ） ( )km （ ）分

（ ）から（ ． ） （ ）池 （ ）分

0 。

（ )km(概算）

区間 距離(概算） 所要時間

（ ）から（ ） （ ）池 （ ）分

（ ）から（ ） ( ． ）血 （ ）分

（ ）から（ ） （ ）唾 （ )分

（ ）泣噸算）

区間 距離(概算） 所要時間

（ ）から（ ） ( )1皿 （ ）分

（ ）から（ ） （ ）血 （ ）分

（ ）から（ ） （ ）師 （ ）分

備考



F扇両T可
〃

(会員用）

欠格事由非該当申出書

、

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの届け出にあたり、 「協定書｣第2章9に掲げる

各事項に該当しないことを申出します。 ．

平成 年 月 日

夕

○○ 厚生（支） 局長

○○○○

殿

○○都道府県知事

○○○○

柔道整復師氏名

（施術管理者）

住 所

｢協定書」第2章（抄）

(受領委任の登録）
9 甲と乙は、 8の届出を行った会員について、次の事項に該当する場合を除き、受領委任の取扱いに係
る登録を行い、登蝿年月日以後、受領委任の取扱いを罷めること。また、その場合は、様式第3号によ
り、丙を経由して登録された当該会員（以下「丁」という。）に登録した旨を通知すること。
（1）施術管理者である会員又は勤務する柔道整復師が受領委任の取扱いの中止を受け、原則として中止
後5年を経過しないとき。

（2）当該届け出を行った会員が勤務しようとする施術所の開設者がこれまで開設していた施術所の施術
に関し、当該開設していた施術所に勤務していた柔道整復師が受領委任の取扱いの中止を受け、当該
中止後、原則として5年を経過しないとき。
（3）受領委任の取扱いの中止を受けた施術管理者に代えて施術所の開設者から施術管理者に選任された
者であるとき。

（4）不正又は不当な請求に係る返還金を納付しないとき。

（5）二度以上重ねて受領委任の取扱いを中止されたとき。
(6)施術管理者又は開股者が第8章39の指導を重ねて受けたとき
（7）施術管理者又は開設者が健康保険法、同法第65条第3項第3号に規定する政令で定める国民の保
健医療に関する法律又は柔道整復師法に違反し罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなるまでの者であるとき。

（8）施術管理者又は開設者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなるまでの者であるとき。

（9）施術管理者又は開設者が健康保険法第65条第3項第5号に規定する社会保険各法に基づく滞納処
分を受け、かつ、当該処分を受けた．日から3ケ月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納
期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
(10)受領委任の取扱いの中止を逃れるために登録を辞退して、その後しばらくして登録の届け出をして
きたとき。
（11)指導監査を再三受けているにも関わらず、指示事項について改善が見られず、再届け出時を迎えた
とき。

（12)その他、受領委任の取扱いを露めることが不適当と認められるとき。
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「扇砺~可
(会員以外用）

欠格事由非該当申出書

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの申出にあたり、 「受領委任の取扱規程｣第2章

9に掲げる各事項に該当しないことを申出します。 ．

平成 年 月 日
、

○○ 厚生（支） 局長

○○○○

殿

○○都道府県知事

○○○○

柔道整復師氏名

（施術管理者）

住 ．所所

｢受領委任の取扱規程」第2章（抄）

(受領委任の承諾）
9厚生（支）局長と都道府県知事は、8の申し出を行った柔道整復師について、次の事項に該当する場
合を除き、受領委任の取扱いを承諾すること。また、その場合は、様式第3号により、承諾された当該
柔道整復師に承諾した旨を通知すること。
（1）施術管理者である柔道整復師又は勤務する柔道整復師が受領委任の取扱いの中止を受け、原則とし
て中止後5年を経過しないとき。
②当該申し出を行った柔道整復師が勤務しようとする施術所の開設者がこれまで開設していた施術所
の施術に関し、当該開設していた施術所に勤務していた柔道整復師が受領委任の取扱いの中止を受Iﾅ、
当該中止後、原則として5年を経過しないとき。
（3）受領委任の取扱いの中止を受けた施術管理者に代えて施術所の開設者から施術管理者に選任された
者であるとき。

（4）不正又は不当な請求に係る返還金を納付しないとき。
（5）二度以上重ねて受領委任の取扱いを中止されたとき。
（6）施術管理者又は開設者が第8章39の指導を重ねて受けたとき。
（7）施術管理者又は開設者が健康保険法、同法第65条第3項第3号に規定する政令で定める国民の保
健医療に関する法律又は柔道整復師法に違反し罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなるまでの者であるとき。

（8）施術管理者又は開設者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなるまでの者であるとき｡．

（9）施術管理者又は開設者が健康保険法第65条第3項第5号に規定する社会保険各法に基づく滞納処
分を受Iﾅ、かつ、当該処分を受けた日から3ケ月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納
期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
（1①受領委任の取扱いの中止を逃れるために承諾を辞退して、その後しばらくして受領委任の取扱いに
ついて申し出をしてきたとき。
（11)指導監査を再三受けているにも関わらず、指示事項について改善が見られず、再申し出時を迎えた
とき。

（12)その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。
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｢~扇面両
施術所の概要

＝
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■

｢施術科名j欄のその他には、カイロプラクティック・整体・エステ等を記入してください。

｢従事者の概要」には、直近2年間の異動状況について記入してください。

｢職種」欄には、柔整師・はり師・きゅう師・マヅサージ師・事務等と記入してください。

１
２
３

※
※
※

51

登録記藷号 協・契、 1■■■■■ 一 ●

P

名称
1

所在地

開設者

(M.T.S.H 年 月 日牛）

管理者

(M.T.S・H 年 月 日生）

開設年月日 昭和・平成” 年 月 日

受領委任の取扱い

に係る

登録(承諾)年月日

●

昭和・平成 年 月 日

施術科名
柔整・鍼灸・マッサージ

※1その他（ ）

免許番号

取得年月日 昭和・平成 年 月 日

標梼時間

(実施術時間）

午
前

● ～ ●
● ●

（ ）

昼
休

● ～ O
● 0

（ ）

午
後

● ～ ●
● ●

（ ）

休業日
日・月・火・水・木・金・土。

祝日・その他（ ）
施術ベッド数 床

器具の名称。

台数 台

1ヶ月平均

患者数
社保 名 国保 名 後高 名 自餐 名

その他(自賠等）

名
計 名

1ヶ月平均

総収入

社保

万円

国保

万円

後高

万円

自養

万円

その他(自賠等）

万円
計 万円

従垂藝者の概勇さ※2

従
事
者
一
覧

勤務

形態

常・非

常・非

常・非

常・非

常・非

常・非

氏 名 生年月日 年齢 性別 採用年月日 退職年月日 職種※3

開設者が他の施術所を開設している場合は、施術所名、所在地を記入してください。

(施術所名）

(所在地）



｢爾扇7可

F AX番号連絡
面
一
爪

平成○○年○○月○○日

【送信先】

○○厚生（支）局○○事務所OO課○○宛

Q

指導日前日に受信し、かつ、内容を確認することができる当施術所等のFA

X番号及び指導当日の出席者について、以下のとおり連絡します。

■
■

『
・
Ｊ

一
○
一

一
一

一
○
一

一
叩
一

一
叶
－

．
０
’

一
巨
万
一

一
○
叩

一
剛
一

■
■
●
一

一
：
’

一
幡
一

登録記号番号：

施術所等名称：

施術所等所在地：

電話番号：

※上記必要事項をご記入の上､以下の「FAX番号｣宛てに送信して下さい。

『字一一一・ロロロロローー‘ﾛロ｡・・ ・･･ ・ﾛ･・ロローー・・・・･･ ･＝･・・・■D qpD Op･ー＝ーー0口･ ,ロロー・■・ー
’

’ ○○厚生(支)局○○事務所 キ日当：○○ ！
1

1

FAX番号 ○○○一○○○一○○○○ Il
I

L－－L－ ヒ =-,.. ,.口 ， ， ， ！..p－－1 ， ,-｡■､一･･口 ｡■｡ ･･･ ,･･ ･■･＝
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出
席
者

開 設 者

施術管理者

勤務柔道整復師

事務担当者



様式例8

FAX受信確認連絡
面
示

平成O○年○○月○○日

【送信先】

○○厚生（支）局○○事務所○○課○○宛
『

明日のrOO厚生(支)局及び○○都道府県による個別指導」に持参する施術録

及び療養費支給申請書控の「対象患者一覧表」等が記載されたFAXを受信した

ので連絡します。

登録記号番号：

施術所等･名称：

施術所等所在地：

施術管理者氏名：

電話番号：
､

※当該FAX受信後へ上記必要事項をご記入の上、速やかに
以下の「FAX番号』あてに送信して下さい。

一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ロ
■
■
■
■
■
■
ロー

卓

○
一

卓一

○
一

一一

○
｜

一

心
一

一一一

○
｜

軍

一
一

一

一
ｍ
的
一

一
局
一
一

一

一
》
》
一

｝

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
－
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》
》
発
○

．
０
０
厚
成
Ｏ
平

集団指導実施通知例（会員用）

○O整骨院

施術管理者○OOO様

OO厚生(支)局長

O○厚生(支)局及び○○都道府県による

集団指導の実施について（通知）

社会保険医療行政の推進につきましては､平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申

し上げます。

さて、この度、 「柔道整復師の施術に係る療養費について」 （平成22年5月24

日付保発0524第2号通知最終改正:平成25年4月24日付保発0424第2
号通知)の別添1「協定書』別紙第8章38の規定により、下記のとおり○○厚生(支）
局とO○都道府県による集団指導を実施いたしますので､出席されるよう通知します。

記

1 目的

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて規定されている｢柔
道整復師の施術に係る療養費について（通知） 」 （平成22年5月24日付保発0

524第2号最終改正:平成25年4月24日付保発O424第2号）の別添1

「協定書』等をさらに理解していただき、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請
求事務等に関する質的向上及び適正化を図ることを目的としています。

2 日時 平成○○年OO月○○日(O)OO時OO分から00時00分まで

3場所 ○○厚生(支)局0O事務所会議室

〒XXX-XXXXOO市○○町○一○一O

電話XXX-XXX-XXXX

FAX XXX-XXX､XXX

4出席者 施術管理者、開設者、勤務する柔道整復師、請求等事務担当者等

画二三 ﾆ ﾆ ﾆﾆﾆニーーーー0－9．－－ﾆ 歯一一令令＝函一一一一一●ﾛ一一一●e－－－G＝ー＝ｰ■一一一働一●

事務的なお問い合わせ等につきましては、次の

連絡先までお願いします。
（蓮絡先）

OO厚生(支)局O0事務所○○課OO

〒XXX-XXXXOO市OO町○一○一○
①

◆

｜ 霞話XXX-XXX--XXXX、FAX XXX-XXX=XXXX

－－0ー●一一一ー－ーー0－ー､…0一
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ｆ

偏要雨三列
○厚○発○○○○第○号

平成○○年OO月○○日

集団指導実施通知例（会員以外用）

○○整骨院

施術管理者○○○○様

O○厚生(支)局長

OO厚生(支)局及び○○都道府県による

集団指導の実施について（通知）

社会保険医療行政の推進につきましては､平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申
し上げます。

さて、この度、 「柔道整復師の施術に係る擦養費について』 （平成22年5月24

日付保発0524第2号通知最終改正:平成25年4月･24日付保発0424第2

号通知）の別添2「受領委任の取扱規程』第8章38の規定により、下記のとおり○

○厚生(支)局と○○都道府県による集団指導を実施いたしますので､出席されるよう
通知します。

記

1 目的

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて規定されている｢柔
道整復師の施術に係る療養費について（通知） 」 （平成22年5月24日付保発0

524第2号最終改正:平成25年4月24日付保発O424第2号）の別添2
「受領委任の取扱規程｣等をさらに理解していただき､療養費の受領委任の取扱い、
療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ることを目的としています。

2 日時 平成OO年○○月○○日(O)OO時OO分から○○時○○分まで

3場所00厚生(支)局OO事務所会議室

〒XXX-XXXXOO市○○町○一○一○

電話XXX-XXX-XXXX

FAX XXX-XXX-XXXX

4出席者 施術管理者、開設者、勤務する柔道整復師、請求等事務担当者等

事務的なお問い合わせ等につきまして

連絡先までお願いします。

(連絡先）

OO厚生(支)局○O事務所OO"
〒XXX-XXXXOO市OO町O－O－C

[】〔
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｢霧表茄~5=可個別指導実施通知例（会員用）

号
日
○
○
第
○
○
月
○
○
０
０
０
年
発
○
○
○
厚
成
Ｏ
平

○○整骨院

施術管理者○OOO様

O○厚生(支)局長

○○厚生(支)局及び○○都道府県による

個別指導の実施について（通知）

社会保険医療行政の推進につきましては､平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申

し上げます。

さて、この度、 「柔道整復師の施術に係る療養費について」 （平成22年5月24

日付保発0524第2号通知最終改正:平成25年4月24日付保発0424第2
号通知)の別添1「協定書｣別紙第8章38の規定により、下記のとおりOO厚生(支）
局とOO都道府県による個別指導を実施いたしますので通知します。

なお、正当な理由がなく個別指導を欠席した場合は､監査の対象となりますので御

留意ください。

ｰ

記

1 目的

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて規定されている｢柔

道整復師の施術に係る療養費について（通知） ］ （平成22年5月24日付保発0

524第2号最終改正:平成25年4月24日付保発0424第2号）の別添1

「協定書』等をさらに理解していただき、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請
求事務等に関する質的向上及び適正化を図ることを目的としています。

2′ 日時 平成○○年OO月OOB(O)OO時○○分から○○時O○分まで

OO厚生(支)局0O事務所会議室

〒XXX-XXXXOO市OO町○一○一○

電話XXX-XXX-XXXX

FAX XXX-XXX-XXXX

3場所

4出席者 施術管理者、開設者、勤務する柔道整復師、請求等事務担当者等

5当日準備していただく書類

（1）施術録（メモ等の全ての書類） 、問診票等

※施術録及び問診票等は、当方が指定する患者分を準備してください。

（2）柔道整復師（全員分）の免許証（写）
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（3）施術所の平面図（保健所に提出している書類の写）

（4）保険者からの「柔道整復施術療養費の支給申請に係る増減金額等のお知らせ」

等（直近1年分程度）

（5）患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿、日計表及び領収証控等（直近1年分程

度）

（6）患者受付簿

（7）施術所の従事者名簿

（8）施術の流れ図、療養費請求事務の流れ図

（9）その他（患者あてお知らせしている文害等、例：チラシ、掲示物、診察券

（見本）等）

6その他

（1）指導に当たっては、上記以外の資料をお願いすることもありますので、御承知

おきください。

（2）指導当日は、準備等のため指導開始時刻の15分前までに御来場ください。
（3）指導当日に御持参いただく施術録等につきましては､指導日前日に対象患者の

一覧表をFAXにて連絡いたしますので､前日に連絡を取ることができるFA.X

番号及び電話番号を別添の『FAX番号連絡票」に御記入の上、別添の「施術所

の概要」と併せて、平成○年○月○日（○）までに、○○厚生(支)局○○事務所
まで提出してください。

事務的な

連絡先ま

（連絡先

○○厚生

〒XXX-･XX

電話XX

】【●●‐・ 古 OO誘

うO市00町O－O－C

ー ．‐ 弓 ニ 壼 冒 曽一 ． ﾆ ニー ニ 畠 弓 口

〃
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「扇駈万=百~｝
O厚○発OOOO第0号

平成○0年○○月OO日

○○整骨院

施術管理者OOOO様

OO厚生(支)局長

OO厚生(支)局及び○○都道府県による

個別指導の実施について（通知）

社会保険医療行政の推進につきましては､平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申
し上げます。

さて、この度、 『柔道整復師の施術に係る療養費について」 （平成22年5月24

日付保発0524第2号通知最終改正:平成25年4月24日付保発O424第2
号通知）の別添2「受領委任の取扱規程」第8章38の規定により、下記のとおり○
○厚生(支)局と○○都道府県による個別指導を実施いたしますので通知します。
なお、正当な理由がなく個別指導を欠席した場合は､監査の対象となりますので御

留意ください。

記

1 目的

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて規定されている｢柔
道整復師の施術に係る療養費について（通知）」 （平成22年5月24日付保発0
524第2号最終改正:平成25年4月24日付保発O424第2号）の別添2.

「受領委任の取扱規程｣等をさらに理解していただき､療養費の受領委任の取扱い、
療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ることを目的としています。

2 日時 平成○○年○○月○OB(O)O○時OO分から○○時○○分まで

3場所 OO厚生(支)局○○事務所会議室

〒Xxxxxxxoo市○○町○一○一○

電話XXX-XXX-XXXX

FAX XXX-XXX-XXXX

4出席者 施術管理者、開設者、勤務する柔道整復師、請求等事務担当者等

5当日準備していただく書類

（1）施術録（メモ等の全ての書類） 、問診票等

※施術録及び問診票等は、当方が指定する患者分を準備してください。
（2）柔道整復師（全員分）の免許証（写）
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（3）施術所の平面図（保健所に提出している書類の写）

（4）保険者からの「柔道整復施術療養費の支給申請に係る増減金額等のお知らせj
等（直近1年分程度）

（5）患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿、日計表及び領収証控等（直近1年分程

度）

（6）患者受付簿

（7）施術所の従事者名簿

（8）施術の流れ図、療養費請求事務の流れ図

（9）その他（患者あてお知らせしている文書等、例：チラシ、掲示物、診察券

（見本）等）

6その他

（1）指導に当たっては、上記以外の資料をお願いすることもありますので、御承知

おきください。

（2）指導当日は、準備等のため指導開始時刻の15分前までに御来場ください。

（3）指導当日に御持参いただく施術録等につきましては､指導日前日に対象患者の

一覧表をFAXにて連絡いたしますので､前日に連絡を取ることができるFAX

番号及び電話番号を別添の『FAX番号連絡票」に御記入の上、別添の「施術所

の概要』と併せて、平成○年○月○日（○）までに、OO厚生(支)局○○事務所

まで提出してください。

宿間L，告

00厚生(支)局●● 00詞

〒XXX-XXXXOO市00町O－O－C

】【

〆
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［寒天顔~T=司
○厚○発OO○○第○号

平成OO年○○月○○日

個別指導（再開）実施通知例（会員用）

○O整骨院

施術管理者OOOO様

OO厚生(支)局長
'

○○厚生(支)局及び○○都道府県による

個別指導の再開について（通知）

「柔道整復師の施術に係る療養費について』 （平成22年5月24日付保発O52

4第2号通知最終改正:平成25年4月24日付保発O424第2号通知）の別添

1 「協定書」別紙第8章38の規定により、下記のとおり○○厚生(支)局及びOO都

道府県による中断していた個別指導を再開いたしますので通知します。

なお、正当な理由がなく個別指導を欠席した場合は､監査の対象となりますので御

留意ください。

記

1 目的

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて規定されている｢柔

道整復師の施術に係る療養費について(通知）」 （平成25年4月24日付保発0

424第2号最終改正:平成25年4月24日付保発O424第2号）の別添1

「協定書」等をさらに理解していただき、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請

求事務等に関する質的向上及び適正化を図ることを目的としています。

2 日時 平成OO年OO月OO日(O)○○時OO分からOO時○0分まで

3場所 OO厚生(支)局○○事務所会議室

〒XXXPXXXXOO市○○町○一○一O

電話XXX-XXX-XXXX

FAX XXX-XXX-XXXX

4出席者 施術管理者、開設者、勤務する柔道整復師、請求等事務担当者等

5 当日準備していただく書類

（1）施術録（メモ等の全ての書類） 、問診票等

※施術録及び問診票等は、当方が指定する患者分を準備してください。

（2）柔道整復師（全員分）の免許証（写）

（3）施術所の平面図（保健所に提出している書類の写）

（4）保険者からの『柔道整復施術療養費の支給申請に係る増減金額等のお知らせ」
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●

等（直近1年分程度）

（5）患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿、日計表及び領収証控等（直近1年分程

度）

（6）患者受付簿

（7）施術所の従事者名簿

（8）施術の流れ図、療養費請求事務の流れ図 ．

（9）その他（患者あてお知らせしている文書等、例：チラシ、掲示物、診察券

（見本）等）

6その他

（1）指導に当たっては、上記以外の資料をお願いすることもありますので、御承知

おきください。

（2）指導当日は、準備等のため指導開始時刻の15分前までに御来場ください。

（3）指導当日に御持参いただく施術録等につきましては、指導日前日に対象患者の

一覧表をFAXにて連絡いたしますので､前日に連絡を取ることができるFAX

番号及び電話番号を別添の「FAX番号連絡票」に御記入の上、別添の「施術所

の概要」と併せて､平成○年○月○日(O)までに、OO厚生(支)局○O事務所
まで提出してください。

割L，雀

】【ゞE)局00事務所QQ調

no市00町O－O－C
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［霊硫IJ
○厚○発○○○O第○号

平成OO年○○月○○日

○○整骨院

施術管理者○○○○様

○○厚生(支)局長

OO厚生(支)局及び○○都道府県による

個別指導の再開について（通知）

「柔道整復師の施術に係る療養費について」 （平成22年5月24日付保発052
4第2号通知最終改正:平成25年4月24日付保発0424第2号通知）の別添
2「受領委任の取扱規程」第8章38の規定により、下記のとおり0O厚生(支)局及
び○○都道府県による中断していた個別指導を再開いたしますので通知します。
なお、正当な理由がなく個別指導を拒否した場合は､監査の対象となりますので御

留意ください。

記
一

1 目的

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて規定されている｢柔
道整復師の施術に係る療養費について（通知） 」 （平成22年5月24日付保発0
524第2号最終改正:平成25年4月24日付保発0424第2号）の別添2

「受領委任の取扱規程』等をさらに理解していただき､療養費の受領委任の取扱い、
療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ることを目的としています。

2 日時 平成○○年○○月O○日（○）○○時OO分からOO時○○分まで

OO厚生(支)局OO事務所会議室

〒XXX-XXXXOO市OO町○一○一○

電話XXXFXXXXXXX

FAXXXX-XXX-XXXX

3場所

4出席者 施術管理者、開設者、勤務する柔道整復師、請求等事務担当者等

5当日準備していただく書類

（1）施術録（メモ等の全ての書類） 、問診票等

※施術録及び問診票等は、当方が指定する患者分を準備してください。

（2）柔道整復師（全員分）の免許証（写）

（3）施術所の平面図（保健所に提出している書類の写）

（4）保険者からの「柔道整復施術療養費の支給申謂に係る増減金額等のお知らせ」
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等（直近1年分程度）

（5）患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿、日計表及び領収証控等（直近1年分程
度）

（6）患者受付簿

（7）施術所の従事者名簿

(8).施術の流れ図、療養費請求事務の流れ図

（9）その他（患者あてお知らせしている文書等、例：チラシ､掲示物、診察券
（見本）等）

6その他

（1）指導に当たっては、上記以外の資料をお願いすることもありますので、御承知
おきください。

（2）指導当日は、準備等のため指導開始時刻の15分前までに御来場ください。
（3）指導当日に御持参いただく施術録等につきましては、指導日前日に対象患者の
一覧表をFAXにて連絡いたしますので､前日に連絡を取ることができるFAX
番号及び電話番号を別添の「FAX番号連絡票」に御記入の上、別添の「施術所
の概要」と併せて、平成○年○月○日（○）までに、○○厚生(支)局OO事務所
まで提出してください。

局○○事務所OO課OC

OO市00町O－O－O
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「騒諏~冒一1
0厚○発○○○○第○号

平成○○年○○月OO日

○○整骨院

施術管理者OOOO様

OO厚生(支)局長

OO厚生(支)局及び○○都道府県による

個別指導の結果について（通知）

平成○○年○○月○○日に実施した標記個別指導に際しましては､御多忙のところ
格別の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、今回の個別指導の結果、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請求に関して
適正を欠く部分が認められましたが､施術担当者等の理解も十分得られ､改善が期待
できるものと思料されますので、経過観察とさせていただくこととします。

今後は、さらに柔道整復施術療養費の取扱規程等を御理解いただき､療養費の受領
委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化に努めてください。
また、指摘した事項（別紙参照）につきましては、早急に改善していただき、各事
項別に「改善報告書」を作成の上、平成○○年○○月○○日までに下記宛提出してく
ださい。

なお、自主返還については､･平成○○年○月から平成○○年○月の全例につき自己

点検の上、別添の返還金関係書類を作成し、平成○○年○○月○○日までに下記宛提
出してください。

記

改善報告書・返還同意書等送付先

OO厚生(支)局○○事務所OO課

〒XXXXXXM

○○市○○町O－O－O

電話:XXX-XXX-XXXX FAX:XXX-XXX-XXXX

（問い合わせ先:O○厚生(支)局○○事務所.OO課○○）
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｢寒天面T□個別指導進行要領例

□

司会進行要領

1 只今から､○○厚生(支)局及び○○都道府県による個別指導を開始いたします。

2本日の指導につきましては、 「受領委任の取扱規程」第8章38の規定に基づい
て行うものです。

（※協定の場合は、 「受領委任の取扱規程」を「協定書別紙」と読み替える｡）
また、指導の目的は､．柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについ
て規定されている「柔道整復師の施術に係る療養費について」 （平成22年5月2
4日付保発0524第2号通知最終改正:平成25年4月24日付保発0-42
4第2号通知）の別添2「受領委任の取扱規程」等をさらに理解していただき、
擦養費の受領委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を
図ることを目的としています。

（※協定の場合は、 「別添2「受領委任の取扱規程』」を「別添1 「協定書別紙』」
と読み替える｡）

それでは、本日の指導の担当官を紹介いたします。まず、○○厚生（支）局○○
事務所の担当官を紹介いたします。

所長です。
指導課長です。
指導医療官です。
医療指導監視監査官です。
医療事務専門官です。

○○厚生（支）局○○事務所 Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

次に○○県の担当官を紹介いたします。
○○県OO部OO課 ○○

OO

です。

です。
』

私は、○○厚生（支）局○○事務所OO課○○係長の○○です。

それでは、○○整骨院の出席者のお名前をお願いします。

3それでは､指導の開始に当たり、挨拶と指導手順について○○より説明がありま
す。

4それでは、只今から取りまとめをいたしますので、しばらく中断します。
OO整骨院の方は、一時別室でご休憩願います。

（取りまとめ）

5お待たせしました。それでは、本日の個別指導の講評をOOからいたします。

（講 評）

OO整骨院を代表して施術管理者から何かございますか。

以上をもちまして、個別指導を終了します。ご協力ありがとうございました。
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｢恵而了う
号
日
○
Ｏ
第
○
○
月
Ｏ
○
○
○
○
年
発
０
０
０
厚
成
Ｏ
平

全国健康保険協会都道府県支部長殿

○○厚生(支)局○○事務所長

柔道整復施術療養費支給申請書（写）等の提供について（依頼）
』

標記について、 「柔道整復師の施術に係る療養費について」 （平成22年5月24
日保発0524第2号通知最終改正:平成25年4月24日付保発O424第2号
通知)別添1 「協定書」別紙第8章39及び別添2「受領委任の取扱規程」第8章3
9に基づく柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いに関する指導に係る

業務を実施するに当たり必要が生じましたので､別紙の施術管理者である柔道整復師
に係る柔道整復施術療養費支給申請書(写)等の必要な情報の提供をお願いします。

局○○事務所●● OL

つO市00町0－0－0

、
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(依頼票(1)様式例）

・柔道整復施術療養費支給申請書(写)等提供依頼票(1)

I

67

項番 登録記号番号 施術所名称 施術管理者 所在地 施術月 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

､19

20

一

21

22

23

24

25



(依頼票(2)様式例）

柔道整復施術療養費支給申請書(写)等提供依頼票(2)

68

項番 保険者番号 配号番号
療養を受けた
者氏名

登録記号番号 施術所名称 施術管理者 施術月 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
● 巳

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
●

24
一

25



胴丁字可
患者実地調査書

調査内容

1．あなたは、この1年間に整骨院で治療を受けたことがありますか。

（ ある ・ ない ）

2．どこの整骨院で治療を受けましたか。

・施術所の所在地

・施術所の名称

3．.整骨院で治療を受けたのはいつ頃ですか。 （月又は週単位にすると何回ぐらい治療を受けていますか。 ）

・平成 年 月（月 回 ・週 回 ・日付： 日 日 日 日）

・平成 年 月（月 回 ・週 回 ・日付： 日 日 日 日）

・平成 年 月（月 回 ・週 回 ・日付： 日 日 日 日）

4．どのような症状（主訴・部位）でどのような治療を受けましたか。

69

調査対象者

記号・番号

氏 名

生年月日

住 所

｜ 性 別 ’ 男 ・女

大正・昭和・平成 ，年 月 日

調査場所 自宅 。 事業所 ・ その他 （ ）

調査日時 平成。 年 月 日 （ ） 自 時 分～至 時 分



〃

二
ｔ
”
Ｊ
詞
画
皿
■
ｌ
●
Ｊ
‐
ｈ
日
出
・
■
■
■
■
・
Ｉ
■
嘩
副
皿
．
皿
■
■
■
・
卍
且
里
Ｌ
一
別
矼
串
画
一
一
．

ワ

。

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｍ
ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
Ｑ

’ﾛﾛ

今

Ｊ
・

・
聾
二
ｔ
ロ
邑
四
工

■
Ⅱ
。
■
■
川
。
■
■
唾
。

■
Ｉ
■
■
■
■
ｌ
■
■
■

■
’
■
■
■
■

■

‐ ’ その他

1

●

タ

平成 年 月， 日

上記のとおり、私は聴取内容のとおり陳述しました。

氏名

調査対象者との続柄 （

印

）

内容を読み上げ、相違ないことを確認していただき、署名押印を受領しました。

調査担当者氏名

調査担当者氏名
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亡麺三コ

O厚○発○○○○第○号

平成○○年OO月OO日

全国健康保険協会都道府県支部長殿

OO厚生(支)局長

柔道整復師の施術に係る調査について（依頼）

日頃から、医療保険行政に対してご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、下記の柔道整復師にかかる療養費支給申請に疑義が生じたため、患者の受診
状況等を把握しておく必要が生じました。

つきましては､貴協会OO支部に加入している受診被保険者等について、患者調査
を実施していただき､調査結果を下記連絡先へOO月OO日までに送付していただく
ようお願いいたします。

記

柔道整復師氏名

(受領萎任の施儲鱸）

施・術所名称

施術所所在地

登録記号番号

1

年 月～ 年 月

おり 、

函一一一.".ー一一一一一~.~~"－－~一ー…~ーーー，画一一一一一~ー祁一~司

事務的なお問い合わせ等につきましては､次の｜
蓮絡先までお願いします。 ID

I
（連絡先) I

OO厚生(支)局OO事務所OO課○○ 1

1
●

〒XXX-XXXXOO市○○町○一○一○

電話XXX-XXXFXXXX、FAXXXX-XXX戸･XXXX
一二 _: : :_ :－ 一菫 : 二:≧－ニ":::=_ 1

平成
●

調査対象施術期間

対 象 者

調査内容 別紙のとおり
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別紙

面甑にて調査する場合の例文

皮保険者記号番号 悪氏宅

1．いつ施術を受けましたか。 （凡日、月の回数等）

2． どこを負傷したのですか。 （具体的に： （例）腰、足、膝など）

3．原因は何ですか。

（いつ、どこで、どのような状況で、体のどこを、どのように負傷したか）

4．

5．

6．施術はどこで受けられましたか。

（施術所内、それ以外）

7．施術を行った柔道整復師は誰でしたか。

（わからなければ性別、年齢、特徴・いつも同じ人か．複数人の場合全部で何人くらい施術者

がいるか）

8．

9．

10・その他、施術所に対して気になることはございますか。

以上相違ありません。

平成 年 月 日
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様式例17

個別指導チェック項目

1 施術録の取り扱いについて

□その他（ ）

2施術内容について

□その他

3療養饗の支給申請書について
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□その他

4その他

□その他（ ）
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